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会 議 録 

会議の名称 令和５年度第１回つくば市地域包括支援センター運営協議会 

開催日時 令和５年(2023 年)６月 29 日（木） 

開会 14 時 00 分 閉会 16 時 30 分 

開催場所 つくば市役所本庁舎２階 会議室 202 

事務局（担当課） 福祉部地域包括支援課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

河野会長、山中副会長、荒井委員、伊東委員、高田委員、田中委

員、梅原委員、山田委員、稲葉委員、成島委員、真柄委員、浅野委

員、漆川委員 

その他 【欠席委員】飯泉委員 

事務局 

 

相澤課長、飯島課長補佐、川崎保健師長、飯田係長、松尾係長、久

保係長、山村主任、松原筑波地域包括支援センター長、井ノ口大穂

豊里地域包括支援センター長、鬼久保谷田部東地域包括支援センタ

ー長、平林谷田部西地域包括支援センター長、寺田桜地域包括支援

センター長、大塚茎崎地域包括支援センター長 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 １人 

非公開の場合は

その理由 

 

議題 会議次第による 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

 

会

議

次

第 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 会長副会長の選出 

４ 議 題 

（１）地域包括支援センターの概要について 

（２）令和４年度(2022 年度)地域包括支援センター事業報告・評価について 

（３）令和５年度(2023 年度)地域包括支援センターの事業計画について 
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（４）その他 

５ 閉会 

１ 開会 

事務局 

 

 

 

 

 

２ あいさつ 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻より５分少々ございますが、皆さんお揃いのようですので、つく

ば市地域包括支援センター運営協議会を開会させていただきます。 

私、地域包括支援課課長補佐の飯島と申します。よろしくお願いいた

します。本日はお忙しい中、当運営協議会にご出席いただきまして、誠

にありがとうございます。 

次第に従いまして進めさせていただきたいと思います。 

地域包括支援課長の相澤よりご挨拶を申し上げます。 

皆さん、こんにちは。地域包括支援課課長の相澤です。どうぞよろし

くお願いいたします。着座にて失礼いたします。本日はお忙しい中、第

１回つくば市地域包括支援センター運営協議会にご出席いただきまし

て、誠にありがとうございます。また、日頃から皆様方には、市の高齢

者福祉行政に対しまして、ご指導とご協力を賜り、心から御礼申し上げ

ます。近年、少子高齢化が進み、超高齢社会を迎えております。本市に

おきましても、令和５年４月１日現在、高齢者人口４万 8,460 人。高齢

化率 19.21％と全国平均よりは低いものの年々上昇しており、また高齢

化の進行に伴い、認知症高齢者や高齢者世帯等の増加、介護者の高齢化

による老老介護など、高齢者を取り巻く環境はますます厳しくなってお

ります。市では医療、介護、介護予防、生活支援等を一体的に提供する

地域包括ケアシステムの仕組みづくりを重要な施策の一つとして取り

組んでおり、地域の核として地域包括支援センターを設置し、住み慣れ

た地域で高齢者やその家族、近隣に暮らす人がその人らしい生活が続け

られるよう、生活や介護、健康など様々な相談に総合的に対応していま

す。つくば市には現在６ヶ所の委託地域包括支援センターと市地域包括

支援センターがあります。６ヶ所については、市が直営で行うのではな

く、社会福祉法人等に委託して運営しますが、その業務委託契約が令和

４年度末で終了となったため、地域包括支援センター業務委託プロポー
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事務局 

 

 

 

 

荒井委員 

 

伊東委員 

 

 

 

 

 

高田委員 

 

田中委員 

 

 

 

 

ザルを昨年実施し、６ヶ所についてこれまでと同様に同じ事業者に、令

和５年度から令和７年度までの３ヵ年間、委託契約を行うことができま

した。前回との仕様書の変更は、常勤専従の専門職を４人配置すること

を決めたことです。本日は、令和４年度の各センターと市の取り組み状

況等の報告、評価結果、令和５年度に向けての事業計画等、報告させて

いただきますので、ご協議いただき、委員の皆様から忌憚のないご意見、

ご提言を頂戴し、今後の適切なセンターの運営に反映して参りたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。前任の委員の皆様が、令和５年３月で任期

満了となり、この度、新しい任期となっております。最初の会議となり

ますので、委員の皆様の自己紹介をお願いいたします。本日、飯泉委員

が欠席でございますので、委員の名簿順により、荒井委員から自己紹介

の方をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

令和５年市民委員に選ばれました荒井と申します。私は民生委員をや

っています。どうぞよろしくお願いします。 

同じく今年度から市民委員になりました伊東一明といいます。春日４

丁目で自治会活動して、かなり高齢者がいるんですが、月１回の美化活

動を通じて、その方達と接しながら身守っているということで、この包

括支援センターの極めて重要な位置付けの組織でございますので、ぜひ

うまくいきたいなと思って何か意見があればと思いまして委員なりま

したのでよろしくお願いします。 

今年度から市民委員になりました高田吉江と申します。私も谷田部西

地区の民生委員をしています。よろしくお願いいたします。 

皆さん、こんにちは。今年度市民委員に選ばれました田中幸三と言い

ます。つくば市には２年前に転入しまして、その前は新潟県長岡市の高

齢者ケア施設で 22 年間、様々な業種で仕事をしてきました。よろしく

お願いいたします。 
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梅原委員 

 

山田委員 

 

 

稲葉委員 

 

成島委員 

真柄委員 

 

 

 

山中委員 

 

 

 

河野委員 

 

 

 

 

 

浅野委員 

 

 

漆川委員 

 

 

新つくばホーム居宅介護支援事業所でケアマネジャーをしておりま

す梅原と申します。よろしくお願いいたします。 

山田直人と申します。茎崎地区にありますユニット型特養いちょうの

木で生活相談員をしております。つくば市の地域密着型サービス連絡会

の代表として参加させていただいております。よろしくお願いします。 

社会福祉協議会から出席させていただいております稲葉と申します。

よろしくお願いします。 

つくば市医師会の成島と言います。よろしくお願いします。 

初めまして皆さん。公益財団法人筑波メディカルセンターの訪問看護

ふれあいとサテライトなの花で統括管理をしております真柄和代です。

この度は一般社団法人茨城県訪問看護事業協会の団体の方から代表で

きました。よろしくお願いいたします。 

前回の委員会の継続でさせていただいております筑波大学人間系の

山中と申します。専門は老年期の臨床心理学で、主に認知症の方とかそ

の職員の方に資するようなことを研究させていただきます。よろしくお

願いします。 

同じく筑波大学の人間系というところで教諭しております河野と申

します。私も専門は高齢期の老年心理なんですけれども、今は高齢者に

限らず性的マイノリティとかいろんな多様な人々の社会というか、共生

できる社会というものをテーマに研究を進めております。私も引き続

き、皆さんと一緒にこの委員会で頑張れたらと思っております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

介護老人保健施設そよかぜで作業療法士として 13 年間働いておりま

す浅野祐一と申します。今回は、つくば市リハビリテーション専門職協

議会から派遣されてきました。よろしくお願いいたします。 

茨城県弁護士会の漆川と申します。今年度から委員にならせていただ

きました、つくば市で弁護士をしております。よろしくお願いいたしま

す。 
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事務局 

 

 

 

３ 会長副会

長の選出 

事務局 

 

 

稲葉委員 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

河野会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。次に、４月の人事異動で地域包括支援課の

職員体制も変わっておりますので、こちらでも自己紹介をさせていただ

きます。 

＜事務局・各地域包括支援センターより挨拶、自己紹介＞ 

それでは次第の３番、会長副会長の選出の方に参りたいと思います。

運営協議会の議事を進行するにあたり、運営協議会設置要綱第５条に基

づき、会長及び副会長を委員の皆様の互選により定めることとなってお

ります。委員の皆様の中で自薦他薦があれば申し入れていただきたいと

思います。はい。稲葉さん。 

事務局案があればお伺いしたいと思います。 

ありがとうございます。事務局としましては、会長に筑波大学の河野

委員、副会長に同じく筑波大学の山中委員を推薦したく考えておりま

す。他の委員の皆様いかがでしょうか。ありがとうございます。異議な

しという形の拍手をいただきました。ご賛同いただきましたので、会長

に筑波大学の河野委員、副会長に同じく筑波大学の山中委員と決定させ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。河野委員、山中委

員は会長と副会長の席にご移動をお願いいたします。それでは河野会長

から一言ご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

皆さん、改めましてよろしくお願いいたします。筑波大学の河野と申

します。私自身つくばで学生の時から生活していて自分の研究の調査で

もお知り合いの方がいらっしゃるとかして、それなりにつくばの現場の

方と接してきたんですが、まだまだ全然十分ではございませんし、市民

委員の方々にもご参加いただいているということで、専門職のみならず

市民の方からも多様なご意見をいただきつつ、このつくば市を巡る地域

包括ケアシステムというものがきちんと回って、すべての人にちゃんと

機能するようにということを目指して拙いながら務めさせていただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

河野会長 

 

 

 

 

 

 

 

４ 議題（１） 

事務局 

河野会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。事務局から会議の公開に関する連絡事項が

ございます。当運営協議会について、つくば市附属機関の会議及び懇談

会等の公開に関する条例によりこの会議を公開の会議といたします。   

傍聴される方に申し上げます。つくば市附属機関の会議及び懇談会等の

公開に関する条例、施行規則第７条の規定により写真、動画撮影、録音

等はしないこととされておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。つくば市地域包括支援センター運営協議会設置要綱第６条に基づ

き、会長は会議の議長となるとされております。それでは河野会長、議

事進行をよろしくお願いいたします。 

ありがとうございます。それでは早速ではございますが、会議を始め

させていただきます。会議に先立ちまして、ただいまの出席委員数は 13

名となっております。飯泉委員から欠席の連絡をいただいているという

ことです。過半数に達しておりますので、つくば市地域包括支援センタ

ー運営協議会設置要綱第６条第３項に基づき、この会議が成立するとい

うことをまずご報告いたします。それでは、次第に沿って進めさせてい

ただきたいと思います。議題（１）地域包括支援センターの概要につい

て説明をお願いいたします。 

＜配布資料に基づき、議題（１）地域包括支援センターの概要につい

て説明＞ 

ご説明ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご質

問等ございましたらよろしくお願いいたします。今すぐでなくても、ま

た後で見ている中で出てきた質問とか、さかのぼって質問していただい

ても大丈夫だと思いますので、今この場ですぐというのはなかなか難し

いかなと思いますので、もしこの後さかのぼってでも質問したいという

ことがありましたら申し入れていただきたいと思います。よろしいでし

ょうか。では続きまして次の議題に移りたいと思います。次第の２番目

です。令和４年度地域包括支援センター事業報告評価について事務局よ

り説明をお願いいたします。 
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議題（２） 

事務局 

河野会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜配布資料１に基づき、議題（２）令和４年度（2022 年度）地域包括

支援センター事業報告・評価について説明＞ 

ありがとうございます。補足等が各包括のセンターから何かあればぜ

ひいただきたいんですけれども。順番に補足とかあればと思うんですが

大丈夫ですか。よろしいですか。後で最後にもう少しざっくばらんに地

域包括の皆さんから抱えてる課題だとか、出していただく時間というの

を設けたいなと思っていますので、これまでの実績とか何か困ったこと

等があれば、その時に教えていただきたいなというふうに思います。よ

ろしくお願いいたします。そうしましたら、委員の皆様からの質疑応答

に入りたいと思いますけれども、ただいまのご報告についてご質問等あ

りましたらお願いいたします。田中委員からよろしくお願いします。 

直営の市の地域包括支援センターの職員の方、委託された地域包括支

援センターの職員の皆さん１年間お疲れ様でした。素晴らしい実績評価

ができていると思います。課の山村さんからの報告ですね、私、家でさ

っと目を通したんですね。それで腑に落ちない点が直営のつくば市地域

包括支援センターの職員、社会福祉士、それから主任ケアマネジャー、

保健師あるいは看護師さんからなっていますよね。それは委託されたと

ころの職員達の体制も大体同じですよね。それで、この評価が直営の地

域包括支援センターが A になっていることがほとんど多いですね。そし

て、他の委託されている地域包括支援センターのところで一部の事業で

は A というところがありますね。認知症カフェを取り組んだとか。その

職員の方たちでしょ、直営の地域包括支援センターの方であれ委託の地

域包括支援センターの職員達も皆同じような教育と経験を得てるわけ

ですよね。それでいてこの A と B っていうのは、理想的なのはつくば市

全体が A になることが理想ですけれど、それはほとんど不可能だと思い

ますけれど。この評価によりますと、直営の地域包括支援センターのつ

くば市が A が評価されているというのは、どうしてですか、他のところ

は B が多いというのは。私の直感的な見方なんですけれどよろしくお願
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河野会長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中委員 

河野会長 

伊東委員 

 

 

 

 

 

 

 

いします。 

では、事務局の方からご回答いただいてもよろしいですか。 

ご質問ありがとうございます。こちらの質問についての回答になるか

どうか定かではないですが、今回、各委託包括支援センターの評価につ

きましては、私ども地域包括支援課の職員が各センターそれぞれにヒア

リングを行わせていただき、それぞれの取り組み状況や実績等をヒアリ

ングさせていただき評価しております。評価基準は、先ほど冒頭に申し

上げました通り、標準から特別な特段の対応をしている、仕様書に決め

られた以上の対応している場合は A ということにしています。ヒアリン

グの中で、それぞれ実績の内容であるとか、取り組み内容を精査し、私

どもの職員、管理職も含めた職員で評価をさせていただいております。

私どもの地域包括支援課につきましては、やはり委託包括の基準となる

ような役割を担っておりますので、市の運営方針に基づいた事業を行え

ていると評価し A とさせていただいております。ご質問の回答にはなっ

ていないかもしれませんが、各センターの評価の基準というのは、ヒア

リングを通して令和４年度の実績を各センター長さんに聞き取りをし

ながら評価をしておりますので、資料の取り組み内容等をご覧いただき

ご理解いただければと思います。 

ありがとうございました。 

よろしいでしょうか。では、伊東委員お願いします。 

山村さんの方から昨年度の実績評価かなり詳細に説明いただきまし

てありがとうございます。それで、私も初めてなのでお伺いしたいんで

すけれど、運営方針というのがあってこれが御旗となって、それぞれ事

業計画が作られて事業が実施されて評価されるというふうに理解して

いるんですが、総合相談支援事業のところには１、２、３項目が表に出

てきて先ほど説明されましたけども、運営方針の中では、家族を介護す

る者に対する相談件数支援 4)ですね。それから５)として地域共生社会

の観点に立った包括的な支援という柱もあるんですが、これが総合相談
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河野会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊東委員 

 

 

 

 

 

支援事業の中から抜けているというのは、何か意味があるのかな。それ

から権利擁護業務の中でも２）の老人福祉施設等への措置の支援とか、

困難事例への対応というのが柱として事業計画からも抜けているとい

うことがあるんですが、これは過年度も何か議論されているんじゃない

かと思うんですけどね。他の項目は全部、運営方針の項目に従った形の

事業計画もあり、実績もあったんですが、他の項目に含まれて評価され

るという形なんですか。単純に私見たんですけれど、その辺りをご説明

願えれば。運営方針がまずありきで、それから事業計画というふうに進

んだときに、評価項目とか事業項目が抜けているのはなぜかなというの

が気になるものですから。 

ありがとうございます。事務局の方からご回答いただいてよろしいで

しょうか。 

私から回答させていただきます。詳細に見ていただきましてどうもあ

りがとうございます。今おっしゃった内容になりますが、総合相談のと

ころにつきましては、運営方針の方に追加をしている家族介護者支援と

地域共生社会の観点というところにつきましても、総合相談の中に含ま

れておりまして、すでにやっている内容もございますので、改めて特記

はしていないということになっております。分かりづらくて申し訳ござ

いません。また、権利擁護事業につきましても同じく、高齢者虐待への

対応のところで行っているところ、運営方針に令和３年度に令和２年度

ですかね、追記したというところになりますので改めての特筆はしてい

ないということになります。よろしくお願いします。 

ありがとうございます。もしそれであれば、さっきのパワポに表記し

ておいてくだされば運営方針の４)と５)は総合相談業務の中に含むと

か、そうすれば運営方針に従った形で事業が実施されていると極めてわ

かりやすくなりますのでお願いします。それから、それぞれの包括支援

センターでやられたことを行政評価という形で、先ほど説明のあった通

り、市担当職員がヒアリングしているということで、それぞれが自己評
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河野会長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

河野会長 

浅野委員 

 

 

 

 

価した部分を行政評価すると同じになっているんですけどね。かなり厳

密にやられたと思うんですが、私から見ると包括支援センターの方が B

って謙虚に出したものが B となっている中で、A でもいいんじゃないか

なと思う項目もあるんですけれど、その辺りはどういうふうに。例えば、

先ほど説明した中でスライド番号 11 番の桜のところで、いろいろ書い

てあって(４)の支援困難事例はBというふうに桜は評価しているんです

けれども、かなり独自の取り組みもやられているんじゃないかなと説明

の中で理解したんですが、B で出てきて A であればそういう評価もあっ

てもいいんじゃないのかなというところが１つ。この 11 ページの桜の

部分。それから 14 ページの谷田部西の部分もかなり独自のものをやら

れているんじゃないかなというふうになったので、委託事業ですから B

以上であればすべての業務がうまくいっているということなんですけ

ど、謙虚にやられている部分を上方修正してもいいのかなと思う部分が

あったので、今後ご検討していただければありがたいと思います。 

ありがとうございます。事務局から何か今のご提案について。 

貴重なご意見ありがとうございました。伊東委員がおっしゃいますよ

うに、こちらの方でアリングを通しまして取り組み等を聞き、ヒアリン

グした上で評価を行っているということになります。また、他の各セン

ターの取り組み状況とも比較しまして、それぞれのバランスのようなと

ころもきちんと取り上げまして評価させていただいております。今後、

評価の基準や手法等も検討しながら、ご意見を反映できるような評価に

していきたいと思います。どうもありがとうございました。 

その他いかがでしょうか。浅野委員お願いします。 

浅野と申します。地域包括支援センターの皆様、日頃の業務お疲れ様

です。報告ありがとうございました。感想になってしまうんですけれど

も、３名ないし４名の職員の方々でこれだけの業務量、特に相談支援事

業の件数を見ますと本当にすごいことをされているなというふうに感

じました。その中で質問なんですけれども、相談支援事業の件数、特に
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河野会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅野委員 

 

 

事務局 

 

 

河野会長 

合計の部分というところが令和３年、４年度と比べて減っているという

ところに対して、これは相談を受けた件数であって対応した件数ではな

いということで先ほどご報告を受けたという認識でよろしいでしょう

か。相談を受けた件数であって対応の件数ではない。同じ相談内容で複

数回であるとか、そういったものを除いた形で。 

今のご質問は令和３年度から令和４年度に相談件数が減っているよ

うに見えるけれどもその部分をおそらく相談と対応の違いというか読

み換え、カウントの方法が変わったところを改めてご説明いただければ

いいと思います。 

ありがとうございます。これまで相談件数を載せていたことが多かっ

たことになりますが、相談件数につきましては、１件の相談がお１人の

対象者の方から相談が入ったら、その都度相談件数を１として立てて、

相談票を新たに作成するというような形で相談票を作成しておりまし

た。それが、ただ同じ相談内容について継続してケアマネさんと連絡を

取ったり、対象者の方にもう１回確認の電話をしたりとか、継続した対

応があるというところが実情でありますので、相談件数１件に対して対

応でケアマネさんの連絡だったり対象者への確認だったりというとこ

ろを継続した対応として対応件数にカウントしていくような形にして

おります。その結果、相談件数としましては１件、対応件数が２件、３

件と続いていくような形がありますので、相談件数につきましては表面

上減っているように見えていることになります。よろしいでしょうか。 

令和３年度の相談実績は、センターさんによって相談のみの件数、も

しくは相談プラス対応の件数が合わさっている場合があるということ

ですか。令和３年度の部分は相談しか載っていないんですけれども。 

令和３年度は相談件数のみが載っているんですけれども、令和４年度

のカウントの方法でいくと、対応件数に入るようなものも令和３年度に

ついては相談件数に入っているものがあります。 

令和３年度は１回相談で終わったのが１っていうことですよね。でも
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事務局 

浅野委員 

河野会長 

浅野委員 

河野会長 

山中副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷田部東包括 

 

何回も来たのは令和３年度までは、その都度１回１回１回って足してあ

げていたので、おっしゃるように令和３年度の相談実績というのは１件

のケースも継続のケースも全部ごちゃまぜになっている。令和４年度の

上の相談実績というのは、同じケースは１件しかカウントしていないと

いうことで、でもそれだと、実際どのくらいの頻度で電話が来たのかが

わからないので、対応実績ということでその１人の人が５回ぐらいやっ

たとしてもそれは１回っていうのが上のカウントの仕方で５回という

カウントの仕方が下の対応実績のカウントの仕方ということですよね。 

補足いただいてありがとうございます。その通りでございます。 

ありがとうございます。 

よろしいですか。 

大丈夫です。ありがとうございました。 

では、山中委員からお願いします。 

昨年度までこちらのまとめ役、委員長をさせていただいていたんです

けれども、おっしゃる通り昨年まではごちゃまぜになっていたのをリク

エストとして分けて提示して欲しいと。そういう要望を出して、そのた

めに今回事務局の方で努力をして分けていただいたというようなこと

になります。これも一歩前進というふうに捉えていただければと思いま

す。その上で、もう少し質問させていただきたいんですが、二つ、三つ

あるんですがこの相談件数で言いますと、４年度の相談に来た方の登録

数とあと何回も来ているというんですかね。一番下のところで見ると谷

田部東さんのところ。これは、相談しやすいなということで何度も来て

いるのか、或いは大変なケースで何度も何度も対応しなきゃいけないの

か、その辺を教えていただくと今日ご出席の委員の皆さんもこうしたら

いいんじゃないかとか、実情も分かっていいんじゃないかと思いまして

質問させていただきます。 

ありがとうございます。非常に件数がこんなに違うのかなというのを

感じたんですけれども、システムの環境にも恵まれているのかなという
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山中副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことを考えてこの数字を見ていました。というのは、今うちのセンター

は１人１台パソコンを相談記録を入力できるように用意していただい

ているので、その日のうちに細かく記録ができるというのはあるんです

ね。おそらく、他のセンターさんは１人１台までは配置してもらえてい

ないのかなというところで業務量の面を一つ考慮する必要があると思

います。もう一つ、山中先生がお話しくださった１人で何回もというケ

ースなんですが、このケースは非常に多くなっていまして、利用者様お

１人に対してその人とだけやりとりするのではなくて、取り巻く支援者

とチームを作る。チームも１人だけではなくて医療機関であったりと

か、介護保険のサービス事業所であったり、ご親族であったり、先日あ

ったカンファレンスは 13 人の方にご参加いただきながら調整をしてい

くというようなケースもありました。そういった大勢の方々と調整しな

がらなので、入ってくる相談、報告、調整というのも１件でも支援困難

なケースがあると非常に多くなっていくという傾向にはあると思いま

すし、これが統計的なものではないんですけれども、当圏域については

同居しているご家族に対する支援が必要な事例というのが非常に多い

ものですから、ご本人さんだけではなくてご家族様を含めた支援者との

連携調整も多いので、連携機関も増え、支援する期間も長期化していく

ことでこういった数字になっているのではないかと予測しています。 

ありがとうございました。相談を受けてそのあとの体制づくりを考え

ると何度も関係者と相談を重ねないといけないというようなことにな

っているわけですね。ありがとうございます。ぜひ継続して困っている

ようなことがあれば、連携先がないとかそういったようなことをどんど

ん挙げていただければと思いました。それから、運営体制の職員配置の

ところなんですけれども、圏域はみんな B なんですけれどもつくば市全

体で見た場合に C と考えていいですかね。つくば市の直営のところだけ

が Cじゃなくて全体で見たら 1,500 人の基準でいったら Cという感じな

んですか。これは統計上の話なんですか。C というと次年度ここはしっ
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山中副会長 

 

 

 

 

事務局 

 

かり改善していかなきゃということになると思うので、それは頑張りま

しょうっていう話になると思うんですよね。たまたま人が異動で欠けて

しまったとか、その辺どうなのかなと思いました。 

事務局からお答えさせていただきます。細かく見ていくと、資料３の

ところで市の評価シートと３－２以降、センターの評価シートをつけて

おります。職員配置につきましては市とセンターで項目が若干異なって

おりまして、市の方で×になっているところについては、委託センター

の３職種１人当たり高齢者数が1,500人以下であるという項目になって

います。センターの方は３職種を配置しているという項目になっており

ます。こちらにつきましては、地域包括支援センターの職員配置の基準

がありまして、国の方で統一された指標なんですけれども、高齢者人口

概ね 3,000 人から 6,000 人あたりセンターが一つなので、３職種１人ず

つというような考え方が示されております。当市におきましても概ねと

いう幅が広い中で実施をしておりますので、この項目でいきますと

1,500 人にあたり、1,500 人に１人という項目になりますが、ここは

3,000 から 6,000 だと概ね 1,000 から 2,000 人に１人というような、基

準上は幅があるようなとり方になっております。そのため真ん中の

1,500 で取ると×にはなってしまうところなんですが、センターの職員

は増員しているというところと概ねというところがありますので、今現

在は、市の方ではこのような運営になっているというところになりま

す。お答えになりますでしょうか。 

少し理解できたんですけれども、しかし C というふうに自己評価をし

たということは次努めて参りますと、増やすように努めて参りますとい

う意思表示として取ってよろしいんですよね。厳しい話ではなくて、そ

ういう前向きに思ってて、それだったら僕らすごいなと。そういうつも

りなんだなと思ったところなんですよ。 

そうですね。そのように努めて参りたいと思います。お約束はできな

いですが。 
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河野会長 

 

 

 

 

事務局 

 

河野会長 

成島委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

河野会長 

 

 

 

 

すみません。私からも。センターの方は今年度から１人ずつ予算をつ

けて人員を増やしてもらっているところになります。今後の状態、各セ

ンターの状況や高齢者や要支援者の増加等も見ながら総合的に今後の

人員増についてもこちらで検討していくような内容かと思いますので

よろしくお願いいたします。 

ありがとうございます。他にもありましたけども他の皆様もあると思

いますので、これで。 

ありがとうございます。他の委員の皆さんからありますでしょうか。

今のちょっとだけ関連して確認なんですけども、今出ている C というの

は令和４年度の時点での評価ということで令和５年度の４月から人員

を配置した時の値はまだわからないということですよね。まだ計算され

ていらっしゃらないということですよね。 

はい。そうですね。こちら令和４年度の数値が出ているということに

なります。 

了解しました。他いかがですか。成島委員お願いします。 

山中先生に引き続いてしつこいようなんですけれど、じゃあどのぐら

い実数、つまり１人当たり 2,000 なのか 1,800 なのか、数字があると思

うんですよね。それがあとどのぐらい増員すれば 1,500 になるのかとか

その辺りはわかっていると思うんですけど、教えてもらえればと思うん

ですが。 

すみません。こちら現時点で算出したものがなくてお時間をいただく

ことになってしまうと思いますので、この場でお答えができず申し訳あ

りません。 

わかりました。では、後ほど共有していただくということでよろしく

お願いいたします。その他いかがでしょうか。令和４年度の実績等につ

いてご質問などございますでしょうか。ありがとうございます。また何

かございましたら、後ほど質問の機会をとりたいと思いますので、その

時にさかのぼってよろしくお願いいたします。そうしましたら次第に戻
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議題（３） 

事務局 

 

 

 

河野会長 

 

筑波包括 

 

大穂豊里包括 

 

 

桜包括 

 

谷田部東包括 

 

 

谷田部西包括 

 

 

茎崎包括 

 

 

河野会長 

 

りまして、議題の３番目、令和５年度地域包括支援センター事業計画に

ついて事務局よりご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

＜配布資料に基づき、議題（３）令和５年度（2023 年度）地域包括支

援センター事業計画について説明＞ 

それでは、令和５年度つくば市地域包括支援センター事業計画案につ

いてご説明いたします。 

＜配布資料４－１に基づき、説明＞ 

そうしますと、次は各地域包括支援センター、筑波地域包括支援セン

ターの方から順番にお願いしてもよろしいでしょうか。 

筑波地域包括支援センターの松原です。よろしくお願いいたします。

＜配布資料４－２に基づき、説明＞ 

では続けて、大穂豊里地域包括支援センター令和５年度の事業計画案

をお伝えいたします。 

＜配布資料４－３に基づき、説明＞ 

桜地域包括支援センターの寺田です。よろしくお願いします。 

＜配布資料４－４に基づき、説明＞ 

では谷田部東地域包括支援センターの今年度の計画について説明さ

せていただきます。 

＜配布資料４－５に基づき、説明＞ 

続きまして、谷田部西地域包括支援センターの事業計画の方、説明さ

せていただきます。 

＜配布資料４－６に基づき、説明＞ 

最後は、茎崎地域包括支援センターの５年度の取り組みをご説明させ

ていただきます。 

＜配布資料４－７に基づき、説明＞ 

各圏域の皆さんありがとうございました。時間も限られておりますの

で、質疑応答の方に入りたいと思います。ただいまのご説明につきまし
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てご意見ご質問等ありましたらお願いしたいと思います。山中委員、お

願いします。 

すみません。この後授業に出なきゃいけないので最初に発言させてい

ただきます。今各圏域の相談員の皆さんからご報告を受けまして、最初

の筑波圏域の資料４ページのところで、地域ケア会議のどういう課題が

あるかというのを円グラフで書いていただいているんですけれども、先

ほど相談件数とか全体の数が書かれていたんですけども、困難なケース

はどういうようなケースがあって、どれぐらいあるのかっていうのは非

常に大事だなと思いました。各圏域の皆さんがどれだけ大変なのかとい

うことも、こういうことで一端を知ることができます。それ以外にもそ

れぞれの皆さんが大変だなと思ったんですけれど、桜圏域のお話伺って

ただけでも、どれだけ支援を得るために繋ぐ努力して繋げなきゃいけな

いのかなと。いろんなネットワークのところに出ていかなきゃいけない

という話を聞いていると、昨年この会議の皆さんの発言が起点になっ

て、委員の皆さんがそれは大変だなという話になって、それを受けて事

務局の皆さんが、一生懸命人員を配置するように働きかけて人員が増え

て、それで皆さん元気になり、いろんなやらなきゃいけないことを今日

発言していただいたんですけれど。これだけやってしまったら、もう潰

れちゃうんじゃないかなっていうようなね。そういうようなことを伺う

ができたので、まずは困難事例をあげて集計したりとか、集計時間もか

かかかりますので、どういうところに連携していかなきゃいけないとい

うことを早めに捉えて、市の方でいろいろ手立てを構築していただけた

らなというふうに思いました。それから、もうここまで来たら１ヶ所で

もいいんですけれども、圏域で例えば空き家とか、もう廃校になったと

ころであったりとか、学校の空き教室とか、そういうところを使って何

か複合型の相談支援の窓口のようなものが必要になってきているなと

感じました。私、大分前ですけれども、原宿の中学校廃校になったとこ

ろが１階が地域包括で２階が教育相談。そういったようなところがある
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事務局 

成島委員 

と、ここに書かれているようなお子さんから貧困から、それから老後の

話とかそういったことまで各圏域１か所で、ある程度対応できると思う

んですね。何かそういうのが１ヶ所でもこれからできるようになってく

るといいなと思ったし、そういうロードマップを一つ作ってもいいんじ

ゃないかなと思いましたので、この場を借りて発言させていただきまし

た。どうでしょうか。 

山中委員からの貴重なご意見ありがとうございます。まず、困難事例

の集計につきましては、やはり数値化して可視化するということも必要

かとは思います。ただ、今のシステムの中でどれだけ可能かというとこ

ろは、いろいろ検証させていただきたいとは思っております。あともう

１点、センター長の方からの話にありましたように、重層的、複合的な

困難ケースが多々増えております。そちらにつきましても、まずは庁内

の関係機関の横断的な支援を考え、定例会の場を活用して関係各課それ

ぞれ可能な限り、そこの職員が定例会に出席して意見交換会を行うなど

を今年度計画をしております。重層的な相談窓口というのは、これから

検討されていくことかと思いますが、つくば市におきましては、まだ検

討にも至っていないような段階ですので、まず庁内の横断的な関係から

つないでいき、各センターの後方支援を行って参りたいと思っておりま

す。ご意見ありがとうございました。 

一つずつで結構ですので、ロードマップのようなものをぜひ作ってい

ただいて１ヶ所でもいいので。やっぱり１人の方の専門性ってどんなに

頑張っても限られているので今おっしゃったような複数の領域の人た

ちが集まって、そこに行くといろいろ相談できるところがあるといいな

と思いましたし、そういうところが１ヶ所あると時代のニーズで変わっ

てきたものでも、今度違う相談職種の人がそこに配属するということも

変えることもできると思うので、そんな発言をさせていただきます。 

ありがとうございます。 

ちょっとそれと関連するんですけれど、先週、医療的ケア児の会議が
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ここであったんですね。その時に聞いてる話が 20 年ぐらい前のいわゆ

る介護保険が始まって老人介護をどういうふうにしていくかというこ

とを子供に置き換えた形の話としてはじまり始めたと。そう考えると、

包括とか介護関係のノウハウって、結構いろいろ問題点のノウハウを持

っているんですね。医療的ケア児に関してもそのノウハウが共有できれ

ばもっとスピード感を持って進めることができるだろうと。今、山中先

生のおっしゃったこととも関連するんですけど、よく言うように虐待の

連鎖という言葉があります。つまり、小児期に虐待を受けた。この小児

が今度大人になったとき親を虐待するとか、そういう例もよく新聞情報

しか知りませんけど、関西の件はどうもそういう形を思わせる状況があ

ります。そうすると、虐待の連鎖を断ち切るという意味でも、やはりそ

のすべての相談を共有することによって解決できることがいっぱいあ

るんじゃないかなというふうに僕は個人的に思っているんですね。そう

いう意味で今、山中先生もおっしゃったように、いわゆるよろず相談で

はないんですけれど、そういうのが一括して受けられるところがある

と、多分高齢者の問題もいろいろ特に高齢社会になってきてこれからも

っと増えます。つくば市の場合 2040 年には、おそらく団塊の世代が全

部超高齢者の85歳を超すのがかなり占めてくるのもわかっていますし、

担い手は少なくなってきますけれど、担い手が今ワーキングプアじゃな

いけれど 20 代がなかなか経済的に厳しい。最近よく聞くのが、家庭の

中で老人と若い人たちがいて、老人の年金を生活の糧にしている人も結

構います。だから、僕たち経験的に、じゃあそのぐらい厚生年金入るん

だったら施設十分使えるねっていうと、実はその半分以上は家庭の生活

費として使わざるをえない状況があるというのも事実なので、そういう

ことも含めてトータルで相談に乗っていかないと問題解決できないん

じゃないかと。高齢者だけの問題というのは世帯、もっと言うと社会全

体の問題がいっぱいあるので、その辺りは山中さんが今おっしゃったよ

うなことを少し縦割り行政では考えないで、もうちょっと横でのそうい
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うものを考えていった方が問題解決に繋がるんじゃないかなと。山中先

生がおっしゃったのでついでにって言い方変ですけれど、先週ちょうど

あったので、医療的虐待児のケアでも何かどこかでこういう議論あった

よねっていう話があったもので。本当に単に年齢が違うだけの問題では

ないと思いますけれど、その辺り検討いただければと思います。 

事務局から、成島委員のご意見に。 

成島委員と山中委員のご意見も含めまして、先ほど申し上げた通り、

つくば市での一括した相談窓口というのは、まだ検討にも至ってない段

階でありまして、今他市の方でも実践しているところ千葉県の方とか、

調査研究から始めるような段階でございます。担当課、担当部署の方に

お伝えをさせていただきます。ご意見ありがとうございました。 

はい。では田中委員、お願いします。 

田中です。遅くなりましたけれど、冒頭で浅野委員が言われたように

地域包括支援センターの職員の方、職員配置も限られてますし、そして

この多岐にわたる事業を実施していく。本当にご苦労さまですと言いた

いです。私、冒頭に B から A になるのが理想的だとかそんな理想論を話

しましたね。それと支援課の方たち、このすばらしい冊子を作っていた

だいてありがとうございます。私、目を通しましたが大変よくできてお

ります。今、成島先生も触れましたけれど虐待のことですね。実は私 32

年間スウェーデンという国で高齢者ケアに一途に携わってきたものな

んですよ。それで日本に戻ってきた 22 年前、東京の老人保健施設で縁

あって仕事させてもらいましたけれど、そのときびっくりしたのが朝送

りの時にお父さんがデイサービスに行きたくないのに、何て言うんです

か、家族が叩くようなことで無理に押し出していくと。僕はスウェーデ

ンの経験から、これはもうどちらかというと家族の問題でもあり、行政

や私たち地域包括支援センターの方たちの問題ではないと思うような

ときがあると思うんです。これスウェーデンだったら温度差ありますけ

れど刑事問題です。虐待ですよ。最近は話ずれますけど社内でもハラス
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メントだとかいろんなセクハラとか出てきますね。家族の中でもおじい

さん、おばあさんが行きたくない。人権、権利擁護の問題も絡んでくる

わけですよ。ですから、そういうようなところまでこの介護保険の私た

ちがそこまで責任を持って担うのかと。私もう日本に戻ってきてからず

っと考えているんです。虐待というのがどんな程度なのかは私わかりま

せんけれど、皆さん現場で在宅訪問されている方はよくわかると思うん

ですけどかなり深刻化していることだと思いますよ。先ほど成島先生も

おっしゃっていましたけれどいろんな金銭的な問題もあるわけですよ。

これは直接市の行政に連絡して介護保険が賄う問題じゃないと私は提

言したいんですね。つくば市の高齢者虐待対応マニュアルを読んでいま

せんけれど、どれまで皆様が絡んで関わるのかという課題になるんじゃ

ないかと提言したいんです。もう言うなれば他の国、特にスウェーデン

の経験からだともう刑事問題ですね。これは高齢者介護の問題ではない

ですね。それだけ付け加えておきたいのでよろしくお願いします。 

事務局の方、いかがでしょうか。 

田中委員の方からのご意見に関してですが、地域包括支援課で虐待の

相談窓口を設けておりまして、各センターで受けた虐待案件についても

こちらの方で集約しております。マニュアルにも記載しているんです

が、事実確認をセンターにお願いしたりする場合もありますが、そのあ

との虐待事実の認定、虐待があるかどうかについては、各センターの職

員も含めて市の開くコア会議の場で協議して組織的な判断をしており

ます。先ほど申されたように、傷害事件のような刑事事件になるような

場合につきましては、線引きがなかなか難しいんですけれども、つくば

警察署の方とも連携を取りながら、一つ一つの案件を検証して、組織的

な判断をしている現状でございます。今後もそういったシステム作り、

各センターだけで抱えないようなシステムづくりを課題として捉えて

おりますので、より良く体制を整えていきたいと考えております。ご意

見ありがとうございます。 
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時間ありますか。大丈夫ですか。短くいきますので。余談になるかも

しれませんけれど、日本ではそんなに長い歴史はないですよね、セクハ

ラだとかハラスメントだとか。もう人権問題になりますよね。それを同

じ分野じゃなくても高齢者ケアの中でもそれは起きていることなんで

すよね。よくケアマネジャーさんたちのいろんな報告とか、私以前長岡

で仕事をやっていた時に耳にしたりしますとね、日本の社会っていうの

はもうハラスメントがセクハラとかそういうのが社内から出てそれを

言う人が出てこないと法律化していかないですよ。ですから虐待、虐待

と聞くたびに、程度はわかりませんけど何かしないと大変なことになる

と思います。お願いします。 

ありがとうございます。確かに人権の話と高齢者の地域の生活のとこ

ろで一番ジレンマを抱えていらっしゃるのは、現場の地域包括で多分そ

この扱いは非常に困難ケースであればあるほど難しいかなと思います。

それだけに、先ほどあったように市が仕組みとしてどう吸い上げるかと

いうことが非常に重要かなと。当然場合によっては児童の話では虐待が

見つけられずに行政の初動が遅れたということで、いろんな炎上をして

いたりとかもするわけですよね。そういった意味で、行政が責任を問わ

れるということは十分考えられますので、当然高齢者虐待も同じかなと

いうふうに思いますので、起こってから何かをするのはやっぱり遅いと

思います。現場でどれだけのリスクがあるのかということとかをできる

だけ早く仕組みとして吸い上げていくことも、行政としての責任かなと

思いますので、今回、田中委員からいただいたことも含めて、何か起こ

る前に現場がそれで疲弊しないようにジレンマにならないように、市と

してぜひ仕組みとかを検討していっていただきたいと思います。先ほど

他の市での取り組みを調査するということもおっしゃられていたと思

いますので、そういった先進事例とか真似していくというような形でぜ

ひトライしていただければというふうに思いました。他にいかがでしょ

うか。時間も押しておりますが、もし何かあれば遠慮なくどうぞ。 
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先ほど報告の中で、どこかの地域包括の方は１人１台パソコンがあっ

てデータも出しやすいというようなお話があったんですけれど、それを

お聞きするとどこかの包括さんは１人１台パソコンがなくて、データが

実際には出しにくいのかどうかということをお聞きしたかったのと、私

は当然そういうものは揃っていて、ここも全部地域包括の方も横で全部

繋がっていて、いろんな相談業務のデータがどこからでも見れたりと

か、情報共有ができて困難事例だからこそ共有できるのかなと思ってい

たんですけれど、実際はどうなのかなというのがすごく興味があったの

で。繋がっていないとこれだけの住民とこれだけの業務量を抱えている

ので難しいんじゃないかなと率直に思ったものですから、勉強のために

教えていただけるとありがたいです。 

いかがでしょうか。事務局からですかね。 

同じシステムを使ってはいるんですけれども、センター間やセンター

と市がシステム上で同じ情報が見れるわけではないというのが現状で

ございます。ここにつきましては、各センターのネットの環境だったり、

市の方の契約の関係だったり、いろいろあるところではあるんですけれ

ども、システムでリアルタイムに見れるわけではないのですが、各セン

ターで対応しました相談票につきましては、毎月市の方と共有するよう

なものにつきましては紙で提出をいただいて、内容を確認させていただ

いたり、毎月実施している定例会の際に各センターから困難事例や成功

事例を報告いただいて、みんなで協議をして意見助言をするような機会

を設けておりまして、その辺りで共有をさせていただいているというと

ころになります。 

ありがとうございます。実は茨城県の訪問看護事業協会の中では、MCS

というアプリを使って県内の全部の訪問看護ステーション、登録してい

るステーションとはもう繋がっているんですね。それで土浦・つくばブ

ロックの中で地域のステーションでまずグループを作って集まってい

て、それだけじゃなくてそこに登録すれば県内全部と繋がれるというよ
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うなシステムをもうすでに使ったりしているので、そういう繋がりを工

夫していけば、もっと困難事例の解決策だとか情報共有がもうちょっと

簡単にというか、集まってやるのもいいとは思うし、Zoom を使うのもい

いと思うけれども、それにはどうしてもタイムラグが出てきてしまうの

で、そういったものを今後何か検討されてもいいんではないかなと思い

ました。感想です。ありがとうございます。 

他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。そうしましたら時間も

ありますので次の議題の方に進みたいと思います。次第の議題４番目、

その他に移りたいと思います。その他について事務局よりご説明いただ

いてよろしいでしょうか。 

＜議題（４）その他について 配布資料５、資料６に基づき、説明＞ 

   

ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明に対してご質

問等ございますでしょうか。伊東委員どうぞ。 

認知度の件でございますけどね。市役所の活動として市が中心になっ

て地域包括支援センターを設けて、地域住民の方ができるだけこの中に

サービスを受けられるようになれば理想的なんですが、常日頃地域包括

支援センターのこういうことやってるよとか、市報とかこういうパンフ

レットは配ったりされているんですか。ホームページ見ると載っている

んですけれど実際に自治会に住んでいるとこういうパンフレットが配

布された記憶がないんですよね、前の自治会の時から今の自治会でも。

ということは、対象になる人が漏れては非常に困る。こういうサービス

があるんだということを知った上で、みんなより良い社会に高齢者にな

っても高齢化になっても認知症になっても、いろんなサービスが受けら

れる暮らしができるっていうふうに持っていくためには、もっともっと

コマーシャルしてほしいんですよね。そうすると漏れなくそういう対象

者に行き渡れば、何か困ったときに神頼みでそこに駆け込んで、うまく

皆さんの活動に結びついて良くなるんじゃないかなと思いますので、ぜ
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ひご検討をお願いします。 

事務局の方、現状の広報でどういうことを今おっしゃられた自治会と

かにどういうアプローチされているのかとか、おそらく各圏域でオリジ

ナルでやられてるところも多いとは思うんですけど、市としてはどうい

うことをやられてるのか教えていただいてよろしいですか。  

はい。先ほどの伊東委員がお持ちになっていたチラシは、今年度は民

生委員さんに配布を予定させていただいております。広報につきまして

も、相談の窓口というご案内になりますが年１回広報に掲載するという

ことで対応しております。 

各地域の民生委員を通じて、高齢者が把握できているからまずそこに

はこれが行くわけですか。 

高齢者台帳という民生委員のひとり暮らし、高齢者世帯の調査があり

ます。その時にお持ちいただくような計画をしております。高齢者台帳

が昨年度までコロナの関係で、なかなか訪問ができなかった現状もあり

まして。今年度につきましては、ひとり暮らし等の高齢者の方が中心と

なりますが、配布させていただきます。 

そういう体制の中で動いていくのであれば、コロナがだんだん収束し

てまた増えてきてるのかな。そういう中でも、伝わってくるということ

で考えておいてよろしいですね。わかりました。私、高齢者なんだけど、

これ一切来なかったので。わかりました。 

補足させていただいてもいいでしょうか。現在説明があったように、

高齢者のおひとり暮らしや、包括の対象者になりそうな方につきまして

は、積極的な広報が展開されているところではあるんですけれども、お

話のありました区会等につきましては、直接このチラシの配布は現在し

ていないので今後、地域包括支援センターが何をしているかということ

を知っていただくために、どのような広報周知が必要かというところは

こちらでも検討していろいろな取り組みをしていきたいと思っており

ますので、引き続きよろしくお願いいたします。 



様式第１号 

26 
 

河野会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 閉会 

事務局 

 

 

ありがとうございます。市としての広報と多分圏域ごとにやられてい

る広報がちぐはぐにならないように連携して効果的にアプローチでき

るように、ストラテジーというか、広報戦略みたいなものをある程度共

有しておいていただいた方がいいかなというふうに思いますので、ぜひ

その辺は考えていただきたいと思います。他いかがでしょうか。よろし

いでしょうか。その他ご質問等現時点ではございませんので、本日の予

定の議題はすべて終了したというふうにしたいと思います。そうしまし

たら、進行を事務局の方にお返しいたします。どうぞよろしくお願いい

たします。皆様ご協力ありがとうございました。 

河野会長ありがとうございました。以上をもちまして、令和５年度第

１回つくば市地域包括支援センター運営協議会を閉会とさせていただ

きます。本日は長時間にわたりご協議いただきましてありがとうござい

ました。 

 



令和５年度第１回つくば市地域包括支援センター運営協議会 次第 

 

日時：令和５年(2023年)６月 29 日（木）１４時～ 

場所：つくば市役所 2階会議室 202 

 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 会長副会長の選出 

 

４ 議 題 

 

 （１）地域包括支援センターの概要について 

 

（２）令和４年度(2022 年度)地域包括支援センター事業報告・評価について 

 

（３）令和５年度(2023 年度)地域包括支援センター事業計画について 

 

（４）その他 

 

５ 閉 会 



期間：令和5年(2023年)4月1日～令和7年(2025年)3月31日

氏　　名 所　属・団　体

1 飯泉　孝司 市民委員

2 荒井　直子 市民委員

3 伊東　一明 市民委員

4 高田　佳江 市民委員

5 田中　光三 市民委員

6 梅原　久美子 つくばケアマネジャー連絡会

7 山田　直人 つくば市地域密着型サービス事業所連絡会

8 稲葉　光正 社会福祉法人つくば市社会福祉協議会

9 成島　淨 一般社団法人つくば市医師会

10 真柄　和代 一般社団法人茨城県訪問看護事業協議会

11 山中　克夫 筑波大学

12 河野　禎之 筑波大学

13 浅野　祐一 つくば市リハビリテーション専門職協議会

14 漆川　雄一郎 茨城県弁護士会

（備考）
　つくば市地域包括支援センター運営協議会設置要項
　　第３条　運営協議会は、15人以内の委員をもって構成する。
　　２　委員は、次に掲げる者のうちから構成する。

(3) 介護保険以外の地域資源、地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者　
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
(5) その他市長が必要と認める者

つくば市地域包括支援センター運営協議会委員名簿

(1) 介護サービス若しくは介護予防サービスに関する事業者又は医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員、機能
訓練指導員その他の職能団体の者
(2) 介護サービス若しくは介護予防サービスの利用者又は介護保険の第１号被保険者及び第２号被保険者



出典：厚生労働省資料

茎崎地域包括支援センター

　　　茎崎地区

つくば市地域包括支援センター

　　　各センターの統括

筑波地域包括支援センター

　　　筑波地区

大穂豊里地域包括支援センター

　　　大穂地区、豊里地区

桜地域包括支援センター

　　　桜地区

谷田部東地域包括支援センター

　　　谷田部東地区

谷田部西地域包括支援センター

　　　谷田部西地区



地域包括支援センターの主な事業



                                       

   

 

   

 

 

 

 

 

 

    

つくば市地域包括支援センター 
運営方針  
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Ⅰ 方針策定の趣旨  

 この「つくば市地域包括支援センター運営方針」は、介護保険法（平成 9

年法律第 123 号。以下「法」という。）第 115 条の 47 第 1 項の規定に基づき、

地域包括支援センター（以下「センター」という。）の目的、運営上の基本

的な考え方及び理念、業務推進の方針を明確にし、業務の円滑で効率的、効

果的な実施に資することを目的とします。  

 

Ⅱ 地域包括支援センターの目的  

 センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な

援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的

に支援する中核機関として設置します。  

 また、地域包括ケアシステムの推進を担う中核機関として、地域住民一人

ひとりに対する個別支援や地域におけるネットワークの構築等、地域住民に

関する様々なニーズに応えることのできる地域に密着したワンストップの総

合相談拠点を目指します。 

 このため、つくば市（以下「市」という。）では、地域住民が住み慣れた

地域で安心して暮らせるようにセンターを拡充し、地域の特性に応じた支援

を行うとともに機能強化を図っていきます。  

 

Ⅲ 運営上の基本的な考え方や理念  

 センターの設置責任主体は、市であることから、市はセンターの設置目的

を達成するための体制整備に努め、地域の関係機関の連携体制の構築などの

重点的な取り組みについて、市とセンターが共通認識のもと、協働して適切

な運営に努めます。 

 また、市が設置する地域包括支援センター運営協議会（以下「運営協議会」

という。）は、センターの運営に関する事項について、承認や協議、評価す

る機関として役割を発揮することにより、市の意思決定に関与し、もって、

適切、公平かつ中立なセンターの運営を確保します。  

 

 １ 地域包括ケアの推進  

  地域住民が、住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続する

ことができるようにするためには、できるだけ要介護状態にならないよう

な予防対策から高齢者の状態に応じた介護サービスや医療サービスまで、

様々なサービスを、高齢者の状態の変化に応じ切れ目なく提供することが

必要です。このためセンターは、地域住民の心身の健康の維持、保健・福

祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行いま

す。 

  また、地域共生社会の実現に向けて、公的福祉サービスの利用だけでな
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く、地域の課題や問題について住民一人ひとりが「我が事」として主体的

に役割を持ち、支えあいながら暮らし続けられる地域づくりに努めます。  

  

 ２ 「協働性」の視点  

  センターに保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を配置し、専門職 

が専門性を活用しながら相互に情報共有し、連携・協働する「チームアプ

ローチ」を実践することで相談支援や地域課題に対応します。  

  さらに、地域の保健・福祉・医療の専門職や民生委員等の関係者、社会 

福祉協議会等の関係機関と連携を図りながら業務を推進します。  

 

 ３ 「公益性」の視点  

  センターは、市の介護・福祉行政の一翼を担う公益的な機関として、公 

正で中立性の高い事業運営を行います。  

  センターの運営費用は、市民の負担する介護保険料や国・県・市の公費 

によって賄われていることを十分理解し、適切な事業運営を行います。  

 

 ４ 「地域性」の視点  

  センターは、地域の介護・福祉サービスの提供体制を支える中核的な機 

関であるため、担当圏域内の地域特性や実情を踏まえた適切かつ柔軟な事 

業運営を行います。  

  運営協議会や地域ケア会議、その他地域で行われている活動等を通じて、

地域住民や関係機関、サービス利用者の意見を幅広く汲み上げ、日々の活

動に反映させるとともに、地域が抱える課題を把握し、解決に向けて積極

的に取り組みます。  

 

Ⅳ 業務の実施方針  

 １ 基本的事項  

  １） 事業計画の策定  

   センターは、地域の実情に応じて必要となる重点課題・目標を設定し、 

  各地域で特色のある創意工夫した年間の事業計画を策定します。  

  ２） 職員の姿勢  

   センターの職員は、地域住民自身の意思を尊重し、地域住民が住み慣

れた地域で自分らしい生活を継続できるよう支援することを念頭におい

て業務を遂行します。特に、判断能力の低下した高齢者の支援にあたっ

ては、その高齢者の代弁者としての視点を意識して業務を遂行すること

に努めます。 

  ３） 職員のスキルアップ  

   センターの職員は、相談技術やケアマネジメント技術の向上等、業務に 

  必要な知識、技術の習得を目的とした研修等に積極的に参加し、各職員 
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  が学んだ内容を全職員に伝達、共有することにより、センター全体のス 

  キルアップに努めます。 

  ４） きめ細やかな相談支援、記録の実施  

   センターには地域住民に関する様々な内容の相談が寄せられます。こ

れらの相談に対して、地域住民一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな

相談支援を実施します。  

   また、継続的支援を重視し、地域住民の心身の状況の変化等に合わせ

た適切な対応が図れるよう努め、その経過について記録します。 

  ５） 行政機関等との連携強化  

   地域包括ケア推進の中核機関であるセンターの業務は多岐に渡り、業 

  務を推進する上では市の関係部署との緊密な連携が必要です。支援が困 

  難なケース等についても迅速に対応できるよう日常的に連携を図りま 

  す。 

   直営地域包括支援センターは、行政機関として基本的な業務を実施す

るとともに、委託地域包括支援センターの後方支援の機能を担います。 

   委託地域包括支援センターは、市及び直営地域包括支援センター等の

行政機関と緊密な連携を図りながら、公正・中立な立場で業務を実施し

ます。 

    ア つくば市地域包括支援センター運営協議会  

        運営協議会は、センターの業務の方針、運営等に関することを所

掌し、業務の評価や提案を行うなど、センターの運営に関与します。

センターは運営協議会の意見を踏まえて、適切、公平かつ中立な運

営を確保します。 

また、センターの抱える地域課題に対応するため、運営協議会に

は委託地域包括支援センターの職員も出席します。  

    イ 定期的な連絡会議  

     センターは、市が開催する連絡会議や研修会等への出席をとおし

て、市と緊密な連携を図ります。  

    ウ 民生委員児童委員連絡協議会  

     民生委員児童委員連絡協議会等への参加をとおして、民生委員児

童委員との連携を強化し、地域における支援のネットワークの構築

に努めます。 

    エ 地域との連携  

     地域との連携において必要な団体の会議等への参加や地域行事に 

    参加し、協力関係を深めます。 

  ６） 広報活動  

   センターの業務を適切に実施するとともに、業務への理解と協力を得 

  るため、広報誌やホームページ、地域行事への参加等をとおして地域住 

  民及び関係者等に広報活動を行います。 
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  ７） 法令の遵守  

   センターの運営にあたっては、関係法令の遵守を徹底します。 

  ８） 個人情報の保護  

    センターは業務上、地域住民等の個人情報を知り得る立場にあり、その

保護については個人情報保護法及びつくば市個人情報保護条例に基づ

き、情報の漏えい防止、第三者への情報提供及び目的外利用の禁止等、

情報管理を徹底します。 

  ９） 苦情対応  

   センターに関する苦情等については、その内容を記録し、迅速かつ適 

  切に対応します。  

 

 ２ 総合相談支援業務  

  総合相談支援業務は、地域住民が住み慣れた地域で安心してその人らし

い生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネット

ワークを構築するとともに、地域住民の心身の状況や生活の実態、必要な

支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福

祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うことを目的 

とします。 

  １）総合相談支援  

   地域住民に関する様々な相談に対応し、相談内容に即したサービスや

制度等の情報提供や関係機関の紹介等を行います。  

   専門的な関与や緊急対応が必要な場合には、より詳細な情報収集を行 

  い、課題を明確にした上で適切なサービスや制度、相談機関につなぎ、 

  継続的な支援を行います。  

   また、保健福祉サービスの代行申請等の支援を行うとともに、当該高

齢者の現状把握を行います。  

  ２）地域におけるネットワークの構築  

   支援を要する高齢者の把握及び継続的な支援を行うために、高齢者に 

  関わる医療、介護、福祉サービス関係者、民生委員等地域の関係者との 

  ネットワーク構築に努めます。  

   また、継続的な支援を要する高齢者については、心身の状況の変化等 

 に合わせて適切に対応するよう、関係者と連携や情報共有を図りながら、 

 状況の把握や支援を行います。  

  ３）実態把握  

   高齢者本人、家族、民生委員、医療機関、介護サービス事業者等、様

々な機関や関係者と連携しながら、訪問や電話等の手段を用いて支援を

必要とする高齢者を把握します。  

   また、必要に応じて適切なサービスや制度につなぎ、継続的な支援を 

  行います。 
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  ４）家族を介護する者に対する相談支援 

   地域における高齢者の在宅生活を支えるに当たり、家族を介護する者

への支援として、相談援助・支援、介護に関する情報や知識・技術の提

供、家族介護者同士の支え合いの場の確保、家族介護者に関する周囲の

理解の促進等の支援を行います。 

  ５）地域共生社会の観点に立った包括的な支援 

   複合化・複雑化した課題を抱える個人や世帯に対する適切な支援・対

応を行うため、属性や世代を問わない相談を受け止め、自らが解決に資

する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握した場合には、必要に

応じて適切な支援関係機関につなぐ支援を行います。 

また、他の相談支援を実施する機関と連携し、必要に応じて引き続き 

相談者とその世帯が抱える地域生活課題全体の把握に努めます。 

 

 ３ 権利擁護業務  

  地域の住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が

解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難

な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して

生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利

擁護のために必要な支援を行うことを目的とします。  

  １）成年後見制度の活用促進  

   成年後見制度の利用が必要と思われる高齢者やその親族等に対して、

成年後見制度の説明やつくば成年後見センター等の関係機関の紹介等を

行います。  

   申立てを行える親族がいないと思われる場合や、親族があっても申立 

  てを行う意思がない場合で、成年後見制度の利用が必要と認められる場 

  合は、市長申立てにつなげる支援を行います。 

  ２）老人福祉施設等への措置の支援 

   高齢者虐待等の場合で、高齢者を老人福祉施設等へ措置入所させるこ

とが必要と判断した場合、センターは市に当該高齢者の状況等を報告し、

措置入所の実施を求めるとともに市と協働して必要な支援を行います。  

  ３）高齢者虐待への対応  

   高齢者虐待の事例を把握した場合は、「高齢者虐待の防止、高齢者の

擁護者に対する支援等に関する法律」及び「つくば市高齢者虐待対応マ

ニュアル」に基づき、速やかに当該高齢者の状況を把握し、市と連携し

て適切な対応を行います。  

   また、高齢者虐待を予防する取組みとして、医療、保健、介護、福祉 

  関係者だけでなく、多くの市民に高齢者虐待防止に対する理解を深めて 

  もらえるよう、市とセンターが協働して啓発活動を行います。  

  ４）困難事例への対応 
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   高齢者やその家族に重層的に課題が存在している場合、高齢者自身が

支援を拒否している場合等の困難事例を把握した場合には、センターに

配置されている専門職が相互に連携するとともに、センター全体で対応

を検討し、必要な支援を行います。 

５）消費者被害の防止  

   消費者被害から高齢者を守るために、民生委員や介護サービス事業者 

  等、日頃から高齢者と接する機会の多い関係者から情報収集することに 

  努めます。また、消費生活センター等と連携を図り、被害の未然防止、 

  問題の解決にあたります。  

 

４ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務  

  包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、高齢者が住み慣れた地域

で安心してその人らしい暮らしを続けることができるよう、地域における

関係機関や多職種の連携・協働の体制づくりや介護支援専門員に対する支

援等を行うことを目的とします。  

  1）包括的・継続的なケア体制の構築  

   在宅・施設を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施するた 

  め、関係機関との連携を構築し、介護支援専門員と関係機関の連携を支 

  援します。  

   また、介護支援専門員が介護保険サービス以外の様々な社会資源を活 

  用できるように、地域の連携・協力体制を整備します。  

  2）地域における介護支援専門員のネットワークの活用  

   介護支援専門員の日常的な業務の円滑な実施を支援するために、介護 

  支援専門員のネットワークの構築や活用を図ります。  

  3）日常的な個別指導・相談  

   介護支援専門員の日常的業務の実施に関し、専門的な見地から個別指 

  導や相談への対応を行います。  

  4）困難事例等への指導・助言  

   介護支援専門員が抱える困難事例について、具体的な支援方針を検討 

  し、指導・助言等を行います。  

 

５ 在宅医療・介護連携推進事業  

  医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分 

らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護 

を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推 

進することを目的とします。  

 つくば市の医療と介護のありたい姿 

 １）希望の最期を共に考える 

 ２）本人を第一に考えた多職種連携 
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 ３）専門職のスキルアップとやりがい 

 ４）認知症になっても安心して暮らせる地域 

 ５）多様な生活の場の提供 

 ６）相互に支え合う生活支援・介護予防 

 ７）誰一人取り残さない 

医療と介護のありたい姿の実現を目指し、以下（ア）～（ク）の事業に関

して、市が実施主体となり推進していきます。センターは、適宜協力及び開

催支援等を行い、市と協働して取組みを推進します。 

  （ア）地域の医療・介護の資源の把握  

  （イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討  

  （ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進  

  （エ）医療・介護関係者の情報共有の支援  

  （オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援  

  （カ）医療・介護関係者の研修  

  （キ）地域住民への普及啓発  

 

 ６ 生活支援体制整備事業  

  単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介 

護のサービス提供のみならず、地域住民に身近な存在である市が中心とな

って、生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活

上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って

いくことを目的とします。  

  センターは、市が配置する生活支援コーディネーターと連携するととも 

に、必要な会議への参加や市民への普及啓発等、市と協働して取組みを推 

進します。  

 

 ７ 認知症総合支援事業  

  認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活を継続するためには、 

医療・介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワーク 

を形成し、効果的な支援を行うことが重要です。そのため、「認知症施策

推進大綱」の推進を図ることを念頭に置き、地域における認知症の人とそ

の家族を支える仕組みづくりについて、市と協働して取組みを推進します。 

 

 ８ 地域ケア会議推進事業  

  圏域別ケア会議はセンターが主催し、介護支援専門員が抱える困難事例

等について、民生委員や関係機関等の多職種で協議し、支援方針を検討し

ます。 

また、個別ケースの支援方針の検討をとおして、自立支援に資するケアマ

ネジメントの支援、地域支援ネットワークの構築、地域課題の把握等を行い
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ます。 

さらに、圏域別ケア会議で把握した課題を、地域づくりや不足している社

会資源の開発につなげられるよう、市レベルで開催する地域ケア会議に協力

します。 

 

 ９ 指定介護予防支援事業  

  介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等

の適切な利用等を行うことができるよう、その心身の状況、その置かれて

いる環境等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介

護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保される

よう、介護予防サービス事業者等の関係機関との連絡調整を行います。  

 

 10 介護予防ケアマネジメント（第一号介護予防支援事業）  

  要支援者及び日常生活総合事業対象者（指定介護予防支援又は特例介護

予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く）に対して、 

介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれて 

いる環境その他の状況に応じて、本人の選択に基づき、訪問型サービス、

通所型サービス、その他の生活支援サービス等適切なサービスが包括的か

つ効果的に提供されるよう必要な支援を行います。実施に当たっては、高

齢者本人が出来ることはできる限り本人が行うことを基本としつつ、本人

の出来ることを共に発見し、本人の主体的な活動と生活の質の向上を高め

ることを目指します。  

 

 11 一般介護予防事業  

  要支援・要介護状態に陥る可能性の高い高齢者を早期に把握し、要介護 

状態等となることを予防し、活動的で生きがいのある生活や人生を送るこ 

とが出来るよう支援します。  

  また、介護予防の意義や知識の普及啓発、地域において介護予防活動が 

自主的に実施されることで、介護予防に向けた地域づくりを促進します。  

  さらに、介護予防に関わる人材育成、地域活動組織の育成や支援等を実 

施し、介護予防の重要性や一般的な知識、介護予防事業の内容、参加方法 

等の事業実施に関する情報について積極的に普及啓発を行い、地域ぐるみ 

での介護予防の推進を目指します。  


	【会議録】つくば市地域包括支援センター運営協議会（第１回）2023.6.29
	【会議資料】つくば市地域包括支援センター運営協議会（第１回）2023.6.29

